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議案第１号 

 市の境界変更に伴う財産処分に関する協議について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７条第５項の規定により、袖

ケ浦市と木更津市との境界変更に伴う財産処分について、別紙のとおり協

議のうえ定めたいので、同条第６項の規定により、議会の議決を求める。 

令和６年２月１４日提出 

袖ケ浦市長 粕 谷 智 浩 

提案理由 

 経営体育成基盤整備事業浮戸川上流Ⅲ期地区の施行に伴う袖ケ浦市と木

更津市の境界変更のため、両市の所有する道路、水路の財産処分について

協議するに当たり、地方自治法第７条第６項の規定により、議会の議決を

求めるものである。 

-5-



境界変更に伴う財産処分に関する協議書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７条第５項の規定により、木

更津市と袖ケ浦市との境界変更に伴う財産処分については、次のとおりと

する。 

 なお、この効力は、境界変更の効力の発生する日から生ずるものとする。 

 

令和 年  月  日 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

             袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩 

 

記 

木更津市が所有する次の土地は、袖ケ浦市の所有とする。 

  木更津市上望陀字裏内ノ町８８の一部，１０８の一部，１０９の一部

及びこれらの区域に隣接介在する水路である公有地の一部並びに字裏内

ノ町８８，１０８の地先の道路である公有地の全部 

 

袖ケ浦市が所有する次の土地は、木更津市の所有とする。 

袖ケ浦市大曽根字島合９９の一部，１２６の一部，１２７の一部，

谷中字熊野５７３の一部，５７８の一部及びこれらの区域に隣接介在す

る道路，水路である公有地の一部 
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議案第２号 

   市の境界変更について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７条第６項の規定により、袖

ケ浦市と木更津市の境界を別紙変更調書のとおり変更することについて、 

議会の議決を求める。 

  令和６年２月１４日提出 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 経営体育成基盤整備事業浮戸川上流Ⅲ期地区の施行に伴い、行政境界の

変更の申し出があり、木更津市との協議の結果、また関係地権者の同意も

得られ支障がないので、地方自治法第７条第６項の規定により、両市の間

の境界変更について、議会の議決を求めるものである。 
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変更調書 

（１）木更津市へ編入する区域 

袖ケ浦市大曽根字島合９９の一部，１２６の一部，１２７の一部，谷中字

熊野５７３の一部，５７８の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路，水路

である公有地の一部 

 

備考 上記の土地の表示は、令和５年２月１４日現在の全部事項証明書によるも

のである。 

 

（２）袖ケ浦市へ編入する区域 

木更津市上望陀字裏内ノ町８８の一部，１０８の一部，１０９の一部及び

これらの区域に隣接介在する水路である公有地の一部並びに字裏内ノ町８８，

１０８の地先の道路である公有地の全部  

 

備考 上記の土地の表示は、令和５年２月１４日現在の全部事項証明書によるも

のである。 
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議案第３号 

  昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に 

基づく債務の免除に関する条例を廃止する条例の制定につい 

て 

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務

の免除に関する条例を廃止する条例を別紙のように制定する。 

令和６年２月１４日提出 

 袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務

の免除に関し、対象となる職員や債務が今後発生することはなく、所期の

目的を達成したことから、条例を廃止しようとするものである。 
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袖ケ浦市条例第  号 

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に 

基づく債務の免除に関する条例を廃止する条例 

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務

の免除に関する条例（平成元年条例第２号）は、廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に行われた廃止前の昭和天皇の崩御に伴う職員

の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例（以下

「旧条例」という。）の規定による職員の懲戒免除及び職員の賠償責任

に基づく債務の免除については、旧条例の規定は、この条例の施行後も、

なおその効力を有する。 

-10-



議案第４号 

袖ケ浦市行政手続における特定の個人を識別するための番号 

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人 

情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

て 

袖ケ浦市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

令和６年２月１４日提出 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成２５年法律第２７号）の一部が改正されたことに伴い、個人番号

の利用に関する規定の整理を行うため、条例の一部を改正しようとするも

のである。 
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袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

袖ケ浦市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

（平成２７年条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の２号を加える。 

(5) 特定個人番号利用事務 番号法第１９条第８号に規定する特定個

人番号利用事務をいう。 

(6) 利用特定個人情報 番号法第１９条第８号に規定する利用特定個

人情報をいう。 

第４条第１項中「番号法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人

番号利用事務」に改め、同条第３項中「番号法別表第２の第２欄に掲げる

事務」を「特定個人番号利用事務」に、「同表の第４欄に掲げる特定個人

情報」を「利用特定個人情報」に改め、同項ただし書中「当該特定個人情

報」を「当該利用特定個人情報」に改める。 

附 則 

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行

の日から施行する。 
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議案第５号 

袖ケ浦市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

の一部を改正する条例の制定について 

袖ケ浦市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例を別紙のように制定する。 

  令和６年２月１４日提出 

                袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 会計年度任用職員の給与について、一般職の職員の給与改定に準じて給

料表を改定するとともに、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部

改正等に伴い勤勉手当の支給を開始するため、条例の一部を改正しようと

するものである。 
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袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

の一部を改正する条例 

 袖ケ浦市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年

条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改め

る。 

第１７条第１項後段を削り、同条中第４項を第５項とし、第３項を第４

項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 第１項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員の期末手当

の支給日は、規則で定める。 

第１７条の次に次の１条を加える。 

（フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第１７条の２ 給与条例第２２条の規定は、任期の定めが６月以上のフル

タイム会計年度任用職員について準用する。 

２ 前条第２項から第５項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員の

勤勉手当の支給について準用する。この場合において、前条第２項中

「給与条例第２１条第２項及び第４項に規定する期末手当基礎額」とあ

るのは「給与条例第２２条第２項及び第３項に規定する勤勉手当基礎額」

と読み替えるものとする。 

第２７条第１項後段中「第２１条第２項中「１００分の１２５」とある

のは「１００分の１２７．５」と、同条第４項」を「第２１条第４項」に改

め、同条の次に次の１条を加える。 

（パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第２７条の２ 給与条例第２２条の規定は、任期の定めが６月以上のパー

トタイム会計年度任用職員（１週間当たりの勤務時間が著しく少ない者

として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。）について

準用する。この場合において、給与条例第２２条第２項第１号中「勤勉
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手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若しくは失

職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死

亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月

額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは

「勤勉手当基礎額」と、同条第３項中「それぞれその基準日現在におい

て職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計

額」とあるのは「それぞれその基準日（退職し、若しくは失職し、又は

死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日）

以前６箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間にお

ける報酬（フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定め

る額を除く。）の１月当たりの平均額（これにより難いときは、任命権

者が別に定める額）」と読み替えるものとする。 

２ 前条第２項から第４項までの規定は、パートタイム会計年度任用職員

の勤勉手当の支給について準用する。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第４条関係） 

給料表 

職   種 

職務 

の級 
１ 級 ２ 級 

号給 給料月額 給料月額 

  円 円 

(1)  (2)から (5)までに

規定する職種以外の職

種 

１ １６２，１００ ２０８，０００ 

２ １６３，２００ ２０９，７００ 

３ １６４，４００ ２１１，４００ 

 ４ １６５，５００ ２１２，９００ 

 ５ １６６，６００ ２１４，４００ 

 ６ １６７，７００ ２１６，２００ 

 ７ １６８，８００ ２１７，９００ 
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 ８ １６９，９００ ２１９，６００ 

 ９ １７０，９００ ２２１，１００ 

 １０ １７２，３００ ２２２，６００ 

 １１ １７３，６００ ２２４，１００ 

 １２ １７４，９００ ２２５，６００ 

 １３ １７６，１００ ２２６，８００ 

 １４ １７７，６００ ２２８，２００ 

 １５ １７９，１００ ２２９，６００ 

 １６ １８０，７００ ２３１，０００ 

 １７ １８１，８００ ２３２，４００ 

 １８ １８３，２００ ２３４，０００ 

 １９ １８４，６００ ２３５，５００ 

 ２０ １８６，０００ ２３６，９００ 

 ２１ １８７，３００ ２３８，１００ 

 ２２ １８９，６００ ２３９，７００ 

 ２３ １９１，８００ ２４１，２００ 

 ２４ １９４，０００ ２４２，６００ 

 ２５ １９６，２００ ２４３，６００ 

 ２６ １９７，９００ ２４５，１００ 

 ２７ １９９，４００ ２４６，４００ 

 ２８ ２００，９００ ２４７，６００ 

 ２９ ２０２，４００ ２４８，７００ 

 ３０ ２０３，８００ ２４９，７００ 

 ３１ ２０５，２００ ２５０，６００ 

 ３２ ２０６，６００ ２５１，５００ 

 ３３ ２０８，０００ ２５２，４００ 

 ３４ ２０９，３００ ２５３，３００ 

 ３５ ２１０，６００ ２５４，１００ 
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 ３６ ２１１，９００ ２５４，９００ 

 ３７ ２１３，２００ ２５５，６００ 

 ３８ ２１４，４００ ２５６，７００ 

 ３９ ２１５，６００ ２５７，９００ 

 ４０ ２１６，７００ ２５９，０００ 

 ４１ ２１７，８００ ２６０，２００ 

 ４２ ２１８，９００ ２６１，４００ 

 ４３ ２１９，９００ ２６２，５００ 

 ４４ ２２０，９００ ２６３，６００ 

 ４５ ２２１，８００ ２６４，７００ 

 ４６ ２２２，７００ ２６５，８００ 

 ４７ ２２３，６００ ２６６，９００ 

 ４８ ２２４，５００ ２６７，９００ 

 ４９ ２２５，４００ ２６８，９００ 

 ５０ ２２６，３００ ２６９，９００ 

 ５１ ２２７，２００ ２７０，９００ 

 ５２ ２２８，１００ ２７１，８００ 

 ５３ ２２８，９００ ２７２，７００ 

 ５４ ２２９，８００ ２７３，６００ 

 ５５ ２３０，７００ ２７４，５００ 

 ５６ ２３１，５００ ２７５，４００ 

 ５７ ２３１，８００ ２７６，３００ 

 ５８ ２３２，６００ ２７７，２００ 

 ５９ ２３３，３００ ２７８，１００ 

 ６０ ２３３，９００ ２７９，０００ 

 ６１ ２３４，５００ ２８０，０００ 

 ６２ ２３５，２００ ２８１，０００ 

 ６３ ２３５，８００ ２８１，９００ 
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 ６４ ２３６，３００ ２８２，８００ 

 ６５ ２３６，８００ ２８３，３００ 

 ６６ ２３７，３００ ２８４，０００ 

 ６７ ２３７，８００ ２８４，７００ 

 ６８ ２３８，４００ ２８５，６００ 

 ６９ ２３８，９００ ２８６，６００ 

 ７０ ２３９，４００ ２８７，４００ 

 ７１ ２３９，９００ ２８８，２００ 

 ７２ ２４０，４００ ２８９，０００ 

 ７３ ２４０，９００ ２８９，７００ 

 ７４ ２４１，４００ ２９０，２００ 

 ７５ ２４１，８００ ２９０，６００ 

 ７６ ２４２，３００ ２９１，０００ 

 ７７ ２４２，８００ ２９１，２００ 

 ７８ ２４３，３００ ２９１，５００ 

 ７９ ２４３，８００ ２９１，７００ 

 ８０ ２４４，３００ ２９２，０００ 

 ８１ ２４４，７００ ２９２，２００ 

 ８２ ２４５，２００ ２９２，４００ 

 ８３ ２４５，６００ ２９２，７００ 

 ８４ ２４６，０００ ２９２，９００ 

 ８５ ２４６，４００ ２９３，２００ 

 ８６ ２４６，８００  

 ８７ ２４７，２００   

 ８８ ２４７，６００   

 ８９ ２４８，０００   

 ９０ ２４８，５００   

 ９１ ２４８，８００   
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 ９２ ２４９，１００   

 ９３ ２４９，４００   

(2) 単純事務 １ １５６，４００  

 ２ １５７，５００  

 ３ １５８，６００  

 ４ １５９，５００  

 ５ １６０，６００  

 ６ １６１，８００  

 ７ １６２，９００  

 ８ １６４，０００  

 ９ １６５，４００  

(3) スクールカウンセ

ラー 

１ ５０９，１００  

２ ５２５，５００  

 ３ ５５２，７００  

 ４ ５７０，６００  

 ５ ５８１，８００  

 ６ ６００，６００  

 ７ ６４０，０００  

 ８ ６６０，６００  

(4) 外国語指導助手 １ ３４９，６００  

(5) 税徴収事務指導員 １ ３７４，３００  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の

規定は公布の日から施行する。 

（袖ケ浦市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

２ 袖ケ浦市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第１号）の一

部を次のように改正する。 
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  第７条第２項中「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２

２条の２第１項に規定する会計年度任用職員を除く。）」を削る。 

  第８条中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年法律第２６１号）」

を加える。 

（袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一

部改正） 

３ 袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令

和５年条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

附則第１項ただし書中「及び附則第５項」を削る。 

附則第５項を削る。 
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議案第６号 

   袖ケ浦市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 袖ケ浦市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

  令和６年２月１４日提出 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）の一部が改正され、戸籍謄本等の

広域交付、戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行等が可能となったこと

に伴い、これらの事務に係る手数料を定めるため、条例の一部を改正しよ

うとするものである。 
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袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市手数料条例の一部を改正する条例 

袖ケ浦市手数料条例（昭和４６年条例第３２号）の一部を次のように改

正する。 

別表の１の項中「同法第１２０条第１項」の次に「、第１２０条の２第

１項」を加え、「磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている

事項の全部若しくは一部を証明した書面」を「戸籍証明書」に改め、同表

の２の項の次に次のように加える。 

２の２ 戸 籍 電

子 証 明

書 提 供

用 識 別

符 号 の

発 行 手

数料 

戸籍法第１２０条の３第

２項の規定による戸籍電

子証明書提供用識別符号

の発行（情報通信技術を

活用した行政の推進等に

関する法律（平成１４年

法律第１５１号）第７条

第１項の規定により同法

第６条第１項に規定する

電子情報処理組織を使用

する方法（総務省令で定

めるものに限る。以下こ

の項及び４の２の項にお

いて同じ。）により戸籍

電子証明書提供用識別符

号の発行を行う場合（当

該発行に係る戸籍電子証

明書の請求が同条第１項

の規定により同項に規定

戸籍電子証明書提供用識

別符号１件につき４００円 
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する電子情報処理組織を

使用する方法により行わ

れた場合に限る。）にお

ける当該発行及び戸籍電

子証明書提供用識別符号

の発行に係る戸籍電子証

明書の請求を行う者が同

時に当該戸籍電子証明書

が証明する事項と同一の

事項を証明する戸籍の謄

本若しくは抄本又は戸籍

証明書の請求を行う場合に

おける当該発行を除く。） 

別表の３の項中「第１２０条第１項」の次に「、第１２０条の２第１項」

を加え、「磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されてい

る事項の全部又は一部を証明した書面」を「除籍証明書」に改め、同表の

４の項の次に次のように加える。 

４の２ 除 籍 電

子 証 明

書 提 供

用 識 別

符 号 の

発 行 手

数料 

戸籍法第１２０条の３第

２項の規定による除籍電

子証明書提供用識別符号

の発行（情報通信技術を

活用した行政の推進等に

関する法律第７条第１項

の規定により同法第６条

第１項に規定する電子情

報処理組織を使用する方

法により除籍電子証明書

除籍電子証明書提供用識

別符号１件につき７００円 
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提供用識別符号の発行を

行う場合（当該発行に係

る除籍電子証明書の請求

が同項の規定により同項

に規定する電子情報処理

組織を使用する方法によ

り行われた場合に限る。）

における当該発行及び除

籍電子証明書提供用識別

符号の発行に係る除籍電

子証明書の請求を行う者

が同時に当該除籍電子証

明書が証明する事項と同

一の事項を証明する除か

れた戸籍の謄本若しくは

抄本又は除籍証明書の請

求を行う場合における当

該発行を除く。） 

別表の５の項中「又は同法」を「、同法」に改め、「事項の証明書」の

次に「又は同法第１２０条の６第１項の規定による届書等情報の内容の証

明書」を加え、同表の６の項中「受理した書類」の次に「の閲覧又は同法

第１２０条の６第１項の規定による届書等情報の内容を表示したもの」を

加え、「書類１件」を「１件」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年３月１日から施行する。 
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議案第７号 

袖ケ浦市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部 

を改正する条例の制定について 

袖ケ浦市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正する

条例を別紙のように制定する。 

令和６年２月１４日提出 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年

法律第３１号）の一部が改正されたことに伴い、引用している条項を整理

するため、条例の一部を改正しようとするものである。 
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袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部

を改正する条例 

袖ケ浦市ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例（平成８年条例第

１７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３項第１号オ中「第１０条第１項」の次に「又は第１０条の

２」を加える。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第８号 

   袖ケ浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営 

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

 袖ケ浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

  令和６年２月１４日提出 

                袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て

支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一部が

改正され、重要事項の書面掲示の義務付け等について見直されたことに伴

い、条例の一部を改正しようとするものである。 
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袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

袖ケ浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例（平成２６年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第２３条の見出しを「掲示等」に改め、同条中「を掲示しなければなら

ない」を「を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送

信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ

自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除

く。）により公衆の閲覧に供しなければならない」に改める。 

第５４条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他こ

れらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる

物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）」に改め

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２３条の改正規定は、

令和６年４月１日から施行する。 
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議案第９号 

袖ケ浦市福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部を改 

正する条例の制定について 

 袖ケ浦市福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のように制定する。 

  令和６年２月１４日提出 

                袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１

７年法律第１２３号）の一部が改正されたことに伴い、引用している条項

を整理するため、条例の一部を改正しようとするものである。 
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袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例 

袖ケ浦市福祉作業所の設置及び管理に関する条例（平成３年条例第８号）

の一部を次のように改正する。 

第４条第３号中「第７７条第３項」を「第７７条第５項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

-30-



議案第１０号 

袖ケ浦市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

袖ケ浦市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

令和６年２月１４日提出 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）及び介護保険法施行規

則（平成１１年厚生省令第３６号）の一部改正並びに袖ケ浦市高齢者福祉

計画・第９期介護保険事業計画の策定に伴い、保険料率の改定等を行うた

め、条例の一部を改正しようとするものである。 
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袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市介護保険条例の一部を改正する条例 

袖ケ浦市介護保険条例（平成１２年条例第２号）の一部を次のように改

正する。 

第３条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から

令和８年度まで」に改め、同項第１号中「２９，９５２円」を「３０，７

８０円」に改め、同項第２号中「４５，５５２円」を「４６，５１２円」

に改め、同項第３号中「４６，８００円」を「４７，１９６円」に改め、

同項第４号中「５６，１６０円」を「６１，５６０円」に改め、同項第５

号中「６２，４００円」を「６８，４００円」に改め、同項第６号中「７

４，２５６円」を「８２，０８０円」に改め、同項第７号中「８０，４９

６円」を「８８，９２０円」に改め、同項第８号中「９３，６００円」を

「１０２，６００円」に改め、同号ア中「未満で」を「未満である者であ

り」に改め、同項第９号中「１０６，０８０円」を「１１６，２８０円」

に改め、同号ア中「４００万円未満で」を「４２０万円未満である者であ

り」に改め、同項第１０号中「１０９，２００円」を「１２９，９６０円」

に改め、同号ア中「４００万円以上５００万円未満で」を「４２０万円以

上５２０万円未満である者であり」に改め、同項第１１号中「１１２，３

２０円」を「１４３，６４０円」に改め、同号ア中「５００万円以上６０

０万円未満で」を「５２０万円以上６２０万円未満である者であり」に改

め、同項第１２号中「１１５，４４０円」を「１５７，３２０円」に改め、

同号ア中「６００万円以上８００万円未満で」を「６２０万円以上７２０

万円未満である者であり」に改め、同項第１３号中「１１８，５６０円」

を「１６４，１６０円」に改め、同号ア中「８００万円」を「７２０万円」

に、「未満で」を「未満である者であり」に改め、同項第１４号中「１２   

４，８００円」を「１７１，０００円」に改め、同条第２項中「令和３年

度から令和５年度までの」を「令和６年度から令和８年度までの各年度に

おける」に、「１７，４７２円」を「１９，１５２円」に改め、同条第３    
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項中「令和３年度から令和５年度までの」を「令和６年度から令和８年度

までの各年度における」に、「１７，４７２円」を「１９，１５２円」に、

「２９，９５２円」を「３２，８３２円」に改め、同条第４項中「令和３

年度から令和５年度までの」を「令和６年度から令和８年度までの各年度

における」に、「１７，４７２円」を「１９，１５２円」に、「４３，６     

８０円」を「４６，８５４円」に改める。 

第５条第３項中「又は第９号ロ」を「、第９号ロ、第１０号ロ、第１１

号ロ、第１２号ロ又は第１３号ロ」に、「第３９条第１項第１号から第９  

号まで」を「第３９条第１項第１号から第１３号まで」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第３条の規定は、令和６年度以後の年度分の

保険料から適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、なお

従前の例による。 
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議案第１１号 

袖ケ浦市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運 

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

袖ケ浦市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

令和６年２月１４日提出 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等

の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する

省令（令和６年厚生労働省令第４号）で、指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号）

の一部が改正されたことに伴い、条文の整理を行うため、条例の一部を改

正しようとするものである。 
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袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運 

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

袖ケ浦市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例（平成２５年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第１４条中「施行規則第１７条の１２に規定する看護小規模多機能型居

宅介護」を「法第８条第２３項第１号に規定するもの」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第１２号 

袖ケ浦市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指 

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方 

法等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定 

について 

袖ケ浦市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

令和６年２月１４日提出 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部

を改正する省令（令和６年厚生労働省令第１６号）等で、指定介護予防支

援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号）

の一部が改正されたことに伴い、本市の指定介護予防支援等の事業の基準

について見直しを行うため、条例の一部を改正しようとするものである。 
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袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指 

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方 

法等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

袖ケ浦市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定め

る条例（平成２７年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置

者である指定介護予防支援事業者」に改め、「（以下「指定介護予防支援事

業所」という。）」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定

に係る事業所ごとに１人以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる

必要な数の介護支援専門員を置かなければならない。 

第６条第１項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業所

（以下「指定介護予防支援事業所」という。）」に改め、同条第２項中「前

項の」を「地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者

が前項の規定により置く」に改め、同条に次の２項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項の規

定により置く管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３

６号）第１４０条の６６第１号イ（３）に規定する主任介護支援専門員

（以下この項において「主任介護支援専門員」という。）でなければな  

らない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむ

を得ない理由がある場合については、介護支援専門員（主任介護支援専

門員を除く。）を第１項に規定する管理者とすることができる。 

４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。た

だし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

(1) 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員

の職務に従事する場合 
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(2) 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定介 

護予防支援事業所の管理に支障がない場合に限る。） 

第７条第２項中「利用申込者」を「利用者」に改め、同条第３項中「担

当職員」の次に「（指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業 

者の場合にあっては介護支援専門員。以下この章及び次章において同じ。）」

を加え、同条第４項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他

これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる

物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第３６条第１項に

おいて同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

第１３条に次の２項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項の利

用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居

宅を訪問して指定介護予防支援を行う場合には、それに要した交通費の

支払を利用者から受けることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項に規

定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用

者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行

い、利用者の同意を得なければならない。 

第１４条中「前条」を「前条第１項」に改める。 

第１５条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設

置者である指定介護予防支援事業者」に改め、同条第１号中「（平成１１年

厚生省令第３６号）」を削り、同条第４号中「規定」の次に「（第３３条第

３３号の規定を除く。）」を加える。 

第２４条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要

事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重    

要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 
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３ 指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに

掲載しなければならない。 

第２５条第３項中「第３３条第９号」を「第３３条第１１号」に改める。 

第３１条第２項第１号中「第３３条第１４号」を「第３３条第１６号」

に改め、同項第２号イ中「第３３条第７号」を「第３３条第９号」に改め、

同号ウ中「第３３条第９号」を「第３３条第１１号」に改め、同号エ中「第

３３条第１６号に規定する」を「第３３条第１８号の規定による」に改め、

同号オ中「第３３条第１７号」を「第３３条第１９号」に改め、同項第５

号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、

同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５

号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 第３３条第４号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制

限する行為（同条第３号及び第４号において「身体的拘束等」とい  

う。）の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ 

を得ない理由の記録 

第３３条中第３０号を第３２号とし、第２３号から第２９号までを２号

ずつ繰り下げ、同条第２２号中「第２４号」を「第２６号」に改め、同号

を同条第２４号とし、同条中第２１号を第２３号とし、第２０号を第２２

号とし、同条第１９号中「第３号から第１３号まで」を「第５号から第１

５号まで」に、「第１４号」を「第１６号」に改め、同号を同条第２１号   

とし、同条第１８号を同条第２０号とし、同条第１７号中「第１３号」を

「第１６号」に改め、同号ア中「及びサービスの評価期間が終了する月並

びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し」

を削り、同号ウを同号オとし、同号イ中「しない月」の次に「（イただし   

書の規定によりテレビ電話装置等を活用して利用者に面接する月を除く。）」

を加え、同号イを同号エとし、同号アの次に次のように加える。 

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行
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うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、サービス

の提供を開始する月の翌月から起算して３月ごとの期間（以下この

号において単に「期間」という。）について、少なくとも連続する  

２期間に１回、利用者の居宅を訪問し、面接するときは、利用者の

居宅を訪問しない期間において、テレビ電話装置等を活用して、利

用者に面接することができる。 

(ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書

により利用者の同意を得ていること。 

(イ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主

治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。 

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことが

できること。 

ｃ 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは

把握できない情報について、担当者から提供を受けること。 

ウ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化

があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 

第３３条中第１７号を第１９号とし、第１６号を第１８号とし、第３号

から第１５号までを２号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の２号を加える。 

(3) 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用 

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束等を行ってはならない。 

(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際 

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければ

ならない。 

第３３条に次の１号を加える。 

(33) 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、法第

１１５条の３０の２第１項の規定により市町村長から情報の提供を求
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められた場合には、その求めに応じなければならない。 

第３６条第１項中「第３３条第２８号」を「第３３条第３０号」に改め、

「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで 

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。）」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第７条第４項

第２号の改正規定及び第３６条第１項の改正規定（「（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。）」を削る部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

（重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間、改正後の袖ケ

浦市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める

条例（以下「新条例」という。）第２４条第３項（新条例第３５条にお   

いて準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定介  

護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しな

ければならない。」とあるのは、「削除」とする。 
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議案第１３号 

袖ケ浦市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する 

基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

袖ケ浦市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

令和６年２月１４日提出 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部

を改正する省令（令和６年厚生労働省令第１６号）等で、指定居宅介護支

援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号）

の一部が改正されたことに伴い、本市の指定居宅介護支援等の事業の基準

について見直しを行うため、条例の一部を改正しようとするものである。 
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袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する 

基準等を定める条例の一部を改正する条例 

袖ケ浦市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定

める条例（平成３０年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「利用者の数が３５人」を「利用者の数（当該指定居宅

介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第

１１５条の２３第３項の規定により地域包括支援センターの設置者である

指定介護予防支援事業者から委託を受けて、当該指定居宅介護支援事業所

において指定介護予防支援を行う場合にあっては、当該事業所における指

定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予防支援の利

用者の数に３分の１を乗じた数を加えた数。次項において同じ。）が４４ 

人」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人

国民健康保険中央会（昭和３４年１月１日に社団法人国民健康保険中央

会という名称で設立された法人をいう。）が運用及び管理を行う指定居 

宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算

機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理シス

テムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合における第１項に規

定する員数の基準は、利用者の数が４９人又はその端数を増すごとに１

人とする。 

第６条第３項第２号中「同一敷地内にある」を削る。 

第７条第２項中「利用申込者」を「利用者」に改め、「、前６月間に当   

該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数の

うちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下

この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅  

サービス計画の数が占める割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所

において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの
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回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス

事業者によって提供されたものが占める割合」を削り、同条第８項を同条

第９項とし、同条第７項第１号中「第４項各号」を「第５項各号」に改め、

同項を同条第８項とし、同条第６項中「第４項第１号」を「第５項第１号」

に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項を同条第６項とし、同条第４

項中「第７項」を「第８項」に改め、同項第２号中「磁気ディスク、シー・

ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録し

ておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

第３４条第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改め、同   

項を同条第５項とし、同条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項

を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、

あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前６月間に当該指定居宅介護

支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介

護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項にお

いて「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス  

計画の数が占める割合及び前６月間に当該指定居宅介護支援事業所にお

いて作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回

数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス

事業者によって提供されたものが占める割合について説明を行い、理解

を得るよう努めなければならない。 

第１６条第３０号を同条第３３号とし、同条第２９号中「より、」の次  

に「地域包括支援センターの設置者である」を加え、同号を同条第３２号

とし、同条中第２８号を第３１号とし、第２１号から第２７号までを３号

ずつ繰り下げ、第２０号の２を第２３号とし、第２０号を第２２号とし、

第１９号を第２１号とし、第１８号を第２０号とし、同条第１７号中「第
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３号から第１２号まで」を「第５号から第１４号まで」に、「第１３号」   

を「第１５号」に改め、同号を同条第１９号とし、同条第１６号を同条第

１８号とし、同条第１５号中「第１３号」を「第１５号」に改め、同号ア

中「、利用者の居宅を訪問し」を削り、同号中イをウとし、アの次に次の

ように加える。 

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行

うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくと

も２月に１回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、

利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用

して、利用者に面接することができるものとする。 

(ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書

により利用者の同意を得ていること。 

(イ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主

治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。 

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。 

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことが

できること。 

ｃ 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリン

グでは把握できない情報について、担当者から提供を受けるこ

と。 

第１６条第１５号を同条第１７号とし、同条第１４号中「主治の医師若

しくは歯科医師」を「主治の医師等」に改め、同号を同条第１６号とし、

同条中第１３号を第１５号とし、第３号から第１２号までを２号ずつ繰り

下げ、第２号の次に次の２号を加える。 

(3) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用 

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」

という。）を行ってはならない。 
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(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際 

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければ

ならない。 

第２５条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重  

要事項」という。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重

要事項」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに

掲載しなければならない。 

第３２条第２項第１号中「第１６条第１３号」を「第１６条第１５号」

に改め、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」

に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 第１６条第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その 

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第３４条第１項中「第１６条第２７号」を「第１６条第３０号」に改め、

「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで 

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。）」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第７条第４項

第２号の改正規定及び第３４条第１項の改正規定（「（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。）」を削る部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

（重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和７年３月３１日までの間、改正後の袖ケ
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浦市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める

条例（以下「新条例」という。）第２５条第３項（新条例第３３条にお   

いて準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定居  

宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しな

ければならない。」とあるのは、「削除」とする。 
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議案第１４号 

   袖ケ浦市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条 

例及び袖ケ浦市企業振興条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて 

袖ケ浦市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例及び袖ケ

浦市企業振興条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

  令和６年２月１４日提出 

                袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 統計法第２８条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定

める件（令和５年総務省告示第２５６号）が告示され、新たな日本標準産

業分類が制定されたことに伴い、引用している条文の整理を行うため、関

係する条例の一部を改正しようとするものである。 
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袖ケ浦市条例第  号  

袖ケ浦市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条

例及び袖ケ浦市企業振興条例の一部を改正する条例  

 （袖ケ浦市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部改正）  

第１条 袖ケ浦市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

（平成８年条例第１０号）の一部を次のように改正する。  

別表袖ケ浦椎の森工業団地２期地区地区整備計画区域の項中「日本

標準産業分類（平成２５年総務省告示第４０５号）」を「統計法（平成

１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統計基準である日本標

準産業分類（以下「日本標準産業分類」という。）」に改める。  

（袖ケ浦市企業振興条例の一部改正）  

第２条 袖ケ浦市企業振興条例（平成２２年条例第１号）の一部を次の

ように改正する。  

第２条第４号ア中「日本標準産業分類（平成２５年総務省告示第４０

５号。」を「統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定す

る統計基準である日本標準産業分類（」に改める。  

附 則  

この条例は、令和６年４月１日から施行する。  
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議案第１５号 

   袖ケ浦市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条 

例の制定について 

 袖ケ浦市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

ように制定する。 

  令和６年２月１４日提出 

                袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 袖ケ浦市空家等対策審議会の調査審議事項に、管理不全空家等の認定及

び措置に関する事項を追加するため、条例の一部を改正しようとするもの

である。 
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袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条

例 

袖ケ浦市空家等対策の推進に関する条例（平成３０年条例第３２号）の

一部を次のように改正する。 

第８条第２項第２号中「特定空家等」を「管理不全空家等及び特定空家

等」に改め、同項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を

第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 法第１３条に規定する管理不全空家等に対する措置に関する事項 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１６号 

袖ケ浦市消防手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 袖ケ浦市消防手数料条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

令和６年２月１４日提出 

  袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成１２年政令第１６号）

の一部が改正されたことに伴い、一部の消防事務において手数料の見直し

を行うため、条例の一部を改正しようとするものである。 
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袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市消防手数料条例の一部を改正する条例 

袖ケ浦市消防手数料条例（平成１２年条例第９号）の一部を次のように

改正する。 

別表第１の３の項中「１，１８０，０００円」を「１，４５０，０００

円」に、「１，４１０，０００円」を「１，７２０，０００円」に、「１，

５９０，０００円」を「１，９２０，０００円」に、「１，９５０，００

０円」を「２，３６０，０００円」に、「２，２７０，０００円」を「２，

７４０，０００円」に、「４，５５０，０００円」を「５，６４０，００

０円」に、「５，８２０，０００円」を「７，２４０，０００円」に、

「７，０７０，０００円」を「８，７９０，０００円」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第１７号 

袖ケ浦市監査委員に関する条例及び袖ケ浦市下水道事業の設 

置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

袖ケ浦市監査委員に関する条例及び袖ケ浦市下水道事業の設置等に関す

る条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 

令和６年２月１４日提出 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部が改正されたことに伴い、 

引用している条項の整理を行うため、関係する条例の一部を改正しようと

するものである。 
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袖ケ浦市条例第  号 

袖ケ浦市監査委員に関する条例及び袖ケ浦市下水道事業の設 

置等に関する条例の一部を改正する条例 

（袖ケ浦市監査委員に関する条例の一部改正） 

第１条 袖ケ浦市監査委員に関する条例（昭和４６年条例第８１号）の一

部を次のように改正する。 

 第４条及び第１０条中「第２４３条の２の２第３項」を「第２４３条の

２の８第３項」に改める。 

 （袖ケ浦市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 袖ケ浦市下水道事業の設置等に関する条例（令和元年条例第２１

号）の一部を次のように改正する。 

第６条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８

項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

-55-



議案第１８号 

   市道路線の変更について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定により、市

道路線を別紙のように変更する。 

  令和６年２月１４日提出 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 市道南袖神納線の拡幅整備に伴い市道奈良輪一丁目４号線の起点を変更

すること及び市道路線に続く道路が宅地開発事業により築造されたため、

市道蔵波１１０号線の終点を変更することについて、道路法第１０条第３

項において準用する同法第８条第２項の規定により、議会の議決を求める

ものである。
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変  更  調  書 

 

（変更路線一覧） 

路 線 名 変更 
起  点 （地先） 

終  点 （地先） 

奈良輪一丁目 

４号線 

新 

奈良輪一丁目１番１ 

奈良輪一丁目２番５ 

旧 
奈良輪一丁目３番１ 

奈良輪一丁目２番５ 

蔵波１１０号線 

新 

蔵波字中ノ代２９１５番２５ 

蔵波字中ノ代２９１６番３６ 

旧 

蔵波字中ノ代２９１５番２５ 

蔵波字中ノ代２９１５番３１ 
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議案第１９号 

   市道路線の認定について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、市道

路線を別紙のように認定する。 

  令和６年２月１４日提出 

袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 宅地開発事業により築造された道路を市道路線として認定することにつ

いて、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を求めるものである。

-58-



認  定  調  書 

 

（認定路線一覧） 

路 線 名 
起  点 （地先） 

終  点 （地先） 

奈良輪４７号線 
奈良輪字三ケ所原１６６８番４ 

奈良輪字三ケ所原１６６８番２ 

奈良輪４８号線 
奈良輪字三ケ所原１６９８番３ 

奈良輪字三ケ所原１６９８番７ 

坂戸市場４３号線 
坂戸市場字下向原１４７６番７ 

坂戸市場字下向原１４７６番１０ 

神納８９号線 
神納字宮ノ後３３６２番１５ 

神納字宮ノ後３３６５番４ 

蔵波１１４号線 
蔵波字大明神墳２９５４番３７ 

蔵波字大明神墳２９５４番５７ 

蔵波１１５号線 

蔵波字大明神墳２９５４番５３ 

蔵波字大明神墳２９５４番２１ 

蔵波１１６号線 

蔵波字中ノ代２９１６番３０ 

蔵波字中ノ代２９１６番３６ 

横田６６号線 
横田字仲町１９４２番５ 

横田字仲町１９４２番１１ 
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議案第２０号 

普通財産貸付契約の締結について 

 市は、次の財産を貸付ける。 

  令和６年２月１４日提出 

                袖ケ浦市長  粕 谷  智 浩   

記 

１ 施 設 名 称  旧学校給食センター  

２ 財 産 の 表 示 

(1) 土地 

地番 現況地目 面積（㎡） 

袖ケ浦市大曽根１９５７番１ 宅地 ５１．００ 

袖ケ浦市大曽根１９５８番１ 宅地 ３３０．００ 

袖ケ浦市大曽根１９５９番１ 宅地 ３６３．６３ 

袖ケ浦市大曽根１９５９番２ 宅地 ６９．４２ 

袖ケ浦市大曽根１９６０番１ 宅地 ６１４．００ 

袖ケ浦市大曽根１９７８番１ 宅地 ２，６５２．００ 

袖ケ浦市大曽根１９８６番 宅地 １，２８９．００ 

袖ケ浦市大曽根１９８７番 宅地 ５９８．００ 

袖ケ浦市大曽根１９８９番 宅地 ５９５．０４ 

袖ケ浦市大曽根１９９０番 宅地 ６３４．７１ 

合計  ７，１９６．８０ 

(2) 建物 

名称 建築年 構造・階数 延床面積（㎡） 

第１調理場 昭和５０年 
鉄骨造 

地上２階 
１，１２２．６７ 

第２調理場 昭和５８年 

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 

（一部鉄骨造） 

地上１階 

１，０５５．６１ 
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３ 貸付けの相手方  千葉県市原市八幡１番地 

株式会社アクアテック 

          代表取締役 坂巻 和彦 

４ 貸 付 金 額  土地 ２１，０００，０００円 

          建物 無償 

５ 貸 付 期 間  令和６年４月１日から令和１６年３月３１日まで 

６ 契 約 方 式  随意契約（指名型プロポーザル方式） 

７ 財産の使用目的  (1) バナメイエビの陸上養殖事業  

          (2) 養殖バナメイエビの販売 

          (3) 養殖バナメイエビの加工品の製造及び販売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

市有財産の有効活用を図るため、旧学校給食センターの土地及び建物の

貸付けに当たり、建物の貸付料を無償とするため、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求め

るものである。 
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